
第７６２号 労 働お おい た 令和2年７月号

大分県商工観光労働部雇用労働政策課
- 1 -

●P1 若者向けUIJターン拠点施設『dot.』福岡市にOPEN

●P2 ｢おおいた働き方改革｣推進優良企業表彰 募集

●P3 インタビューこの人に聞きました

●P4 大分県雇用維持支援センター、家賃支援給付金

●P5 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金･給付金

新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金

●P6 障がい者委託訓練「就労訓練科」募集

●P7 主要労働経済指標

●P8 労政･相談情報センターの労働相談

●P8 労委だより

２０２０
No.68（No.762）

７
月号

Topix
Main

５月有効求人倍率 倍1.18
相談専用ダイヤル 携帯・スマホから

0120-601-540 097-532-3040

大分県最低賃金 円790

６月２日、大分県は、多くの若者が集う福岡市大名に大分県への就職を支援する施設「dot.（ドット）」

を開設しました。「dot.」では大分県出身の学生等を中心とした求職者へ県内企業の魅力を発信し、県

内企業とのマッチングを図ります。

施設には、自由に使える交流スペース、ゆったりくつろげるカフェスペースを設け、就職・移住相談

のほか、企業と求職者が気軽に出会えるイベントやセミナーなどを開催します。

学生の方はもちろん、どなたでもお越しいただけるスペースです。

｢dot.」という名称には、『ここでの一つ一つの出会いや経験が、その時は小さな点(dot.)かもしれない

が、それらがやがてはつながり、将来の大きな転機になるように』という思いが込められています。

学生や大分の企業に興味をお持ちの方など、お知り合いの方に「dot.」をご紹介ください。

dot.でできること

学生の方
勉強やサークル、就職活動な

ど、一人でも複数人でもご利

用いただけます。

求職者の方
仕事情報の閲覧のほか、就職・

移住相談やキャリアコンサル

タントへの相談など様々なサー

ビスを提供しています。

企業の方
会議室や交流スペースを活用

して、採用活動や商談等にご
利用いただけます。ウェブ面

談等に対応した機材も用意し

ています。

スキルアップしたい方
最先端の学びや、様々な分野

の方と対話ができるイベント
を企画･開催します。小さな

イベントはもちろん、施設全

体の貸切も可能です。

ウェブサイト https://dot247.jp/

営 業 時 間 １１時００分から２０時００分

定 休 日 月曜、お盆・年末年始

ア ク セ ス
〒810-0041 福岡市中央区大名1-15-35 大名247ビル2Ｆ
地下鉄空港線天神駅から徒歩９分
地下鉄空港線赤坂駅から徒歩７分

お問い合わせ
dot.管理運営者 大名ＭＥＥＴ
TEL：０５０-３５９１-００４１
E-mail：info@dot247.jp

大分県商工観光労働部 雇用労働政策課 若年者就業支援班 Tel097-506-3340･3343 Fax097-506-1756お問合せ

撮影：YASHIRO PHOTO OFFICE
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令和２年度｢おおいた働き方改革｣推進優良企業表彰 募集

大分県では、働きやすい職場環境づくりに加え、「働き方改革」に積極的に取り組み、優れた成果が認めら
れる企業について、その業績を称え、広く県民に周知することにより、「働き方改革」の取組を県内全域に浸透
させることを目的に、平成２８年度に創設された「おおいたワーク･ライフ･バランス推進優良企業表彰」を継承

した、標記の表彰制度を創設しました。
候補となる企業を募集しますので、積極的なご応募をお願いします。

「おおいた働き方改革」推進優良企業表彰 実施概要

（応募要件） おおいた子育て応援団「しごと子育てサポート企業(※)」の認証企業で、｢働き方改
革｣に積極的に取り組み、その効果が表れている企業

※次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局に届
け出た企業の申請により県が認証した企業。

（ 選 定 ） 応募のあった企業の中から、｢おおいた働き方改革｣推進優良企業表彰選考委員会を
経て、知事が選定します。

（応募方法） 応募は、応募用紙及び選考資料に必要事項を記入のうえ、参考資料を添付して、下
記まで持参又は郵送でお願いします。
様式は大分県のホームページからダウンロードできます。

詳細は、ホームページをご覧ください。
＊「おおいた働き方改革表彰」で検索＊

（応募期限） 令和２年８月３１日（月）
（ 表 彰 式 ） １０月上旬予定

☆受賞企業は、県が実施する就職説明会等で企業紹介するほか、広報誌やパンフレッ
ト等で積極的にＰＲを行います。

大分県商工観光労働部 雇用労働政策課 労政福祉班 Tel097-506-3327 Fax097-506-1756

〒870-8501大分市大手町3-1-1大分県庁本館7F
ご応募･お問合せ

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、雇用の安定確保、企業の事業継続は喫緊の課題となっていま

す。また新しい生活様式が提唱され、これまでの働き方を見直し、誰もが働きやすい職場環境の整備などに取

り組んでいく必要があります。

このような状況の中、大分県では、これまでの働き方改革に加え、

テレワークの導入について支援するため、経営者や人事労務管理者を

対象とした勉強会を開催しました。

６月２９日(月)～７月１日(水)にかけて、講師にワーク・ライフバ

ランスコンサルタント九州のコンサルタントと公益財団法人ハイパー

ネットワーク社会研究所の主幹研究員を迎え、中津市、大分市、佐伯

市の３会場で、合計２８名の参加者が、働き方改革やテレワークの導

入について学びました。

「おおいた働き方改革」経営者勉強会を開催しました

大分県商工観光労働部 雇用労働政策課 労政福祉班 Tel097-506-3327 Fax097-506-1756お問合せ

【働き方改革の取組による効果】

優秀な人材の確保・定着

多様な人材の活躍、離職率の低下

従業員のモチベーションアップ

生産性の向上

企業のイメージアップ
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インタビュー

この人にききました
「全ての働く方が健康で安心して働くことができる大分県を

目指します｣大分労働局労働基準部監督課長 瀬戸邦央さん
せ と 　 く に お

今年４月に大分労働局労働基準

部監督課長に着任された瀨戸邦央

さんにお話を伺いました。

Ｑ．まず、大分の印象を聞かせて

ください。

沿岸部に広大な工場群があって、

工業の都市といった印象を受けて

います。また、街中から少し足を

伸ばすだけで豊かな自然に触れる

ことができるのが嬉しいです。

それから何といっても、大分とい

えば、『おんせん県』ですよね。

４月に着任してからというもの、

新型コロナウイルス感染症の影響

により、残念ながら、自由に出歩

くことができていませんが、感染

症の動向に注視しつつ、これから

は、別府や湯布院などの温泉を巡っ

て、大分を満喫したいと考えてい

ます。

Ｑ．お仕事の内容を教えてくださ

い。

私が所属している大分労働局は、

厚生労働省の出先機関になります。

大分労働局労働基準部監督課で

は、労働条件の最低基準を定めた

労働基準法などの労働基準関係法

令の履行確保を図ることを最大の

使命として、管下の労働基準監督

署を指揮･監督するほか、県内企業

全体の遵法水準向上に向けた周知

啓発に係る施策を企画しています。

大分県下には、５つの労働基準

監督署が設けられており、労働分

野のスペシャリストである労働基

準監督官が、日々、監督指導や相

談・支援等を実施しています。

現在、国をあげて、働き方改革を

推進していますが、そのためにも、

まずは適正な労働条件が確保され

ることが重要となりますので、大

分県の企業の実情を踏まえながら

丁寧な行政運営を行うよう心掛け

ています。

Ｑ．現在、監督課で重点的に取り

組まれていることはどんなことで

しょうか？

まず第一に、新型コロナウイル

ス感染症への対応です。新型コロ

ナウイルス感染症により、休業や

事業の縮小等を余儀なくされてい

る企業も少なくないと思いますの

で、労働基準関係法令違反の未然

防止や賃金不払等の早期解決を図

るため、適切な労務管理について

周知啓発を図っているところです。

さらに、労働局では、雇用調整助

成金をはじめとした各種助成金な

ど様々な支援を実施していますの

で、これらを活用して、雇用の維

持を図っていただくよう呼び掛け

ています。

そして、このような大変な状況

の中ではありますが、令和２年４

月１日から時間外労働の上限規制

が中小企業にも適用されています。

長時間労働は、健康の確保を困難

にするとともに、仕事と家庭生活

の両立を困難にし、少子化などの

様々な社会問題の原因にもなって

いることから、時間外労働の上限

が労働基準法に規定されました。

各企業の皆様には、このような趣

旨を踏まえた自主的な取組を行っ

ていただきたいと考えています。

時間外労働の上限規制への対応が

中小企業で円滑に進むよう、労働

基準監督署では、新型コロナウイ

ルス感染症の中小企業に与える影

響に十分配慮しながら、中小企業

に対するきめ細やかな支援を行っ

ていくこととしています。

Ｑ．中小企業が、時間外労働の上

限規制に対応するのは、難しいと

ころがあるのではないでしょうか？

確かに中小企業では、大企業に

比べ、労務管理体制が十分でない

など困難な課題を抱えている場合

が多いと思います。

一方で、中小企業の中にも長時

間労 働 の 是

正に 成 功 し

てい る 事 例

が多 く あ り

ますし､職場

環境 の 改 善

など の 「 魅

力あ る 職 場

づく り 」 が

人手 不 足 解

消につながるといったメリットも

あります｡

様々な機会を活用して、このよ

うな成功事例をご紹介したり、メ

リットをご理解いただけるよう努

めていきたいと考えています。

Ｑ．最後に、県民の皆さんに一言

お願いします。

法令制度の疑問点のみならず、労

働時間削減の取組にあたって、御

不明な点やお悩みなどございまし

たら、御遠慮なく、労働基準監督

署にご相談いただきたいと思いま

す。

県民の皆様が健康で安心して働く

ことができるようしっかり頑張っ

てまいりますので、どうかよろし

くお願いいたします。

大分労働局 労働基準部
監督課長 瀬戸邦央さん

お問合せ先 連 絡 先 総合労働相談ｺｰﾅｰ

大分労働局労働基準部監督課 097-536-3212 097-536-0110

大分労働基準監督署 097-535-1511 097-535-1512

中津労働基準監督署 0979-22-2720 0979-22-2720

佐伯労働基準監督署 0972-22-3421 0972-22-3421

日田労働基準監督署 0973-22-6191 0973-22-6191

豊後大野労働基準監督署 0974-22-0153 0974-22-0153



支払賃料（月額） 給付額（月額）
７５万円以下 支払い賃料×２/３

７５万円超
５０万円+［支払い賃料の７５万円の超過分×１/３］
※ただし、１００万円（月額）が上限

３７．５万円以下 支払い賃料×２/３

３７．5万円超
２５万円+［支払賃料の３７.５万円の超過分×１/３］
※ただし、５０万円（月額）が上限

法　　人

個人事業者
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家賃支援給付金に関するお知らせ

家 賃 支 援 給 付 金 と は
５月の緊急事態宣言の延長等により、売り上げの減少に直面する事業者
の事業継続を下支えするため、

地代・家賃（賃料）の負担を軽減する給付金を支給します。

支 給 対 象 （①②③すべてを満たす事業者）

①資本金10億円未満の中堅企業､中小企業､小規模事業者､フリーランスを含む個
人事業者(医療法人､農業法人､ＮＰＯ法人､社会福祉法人など､会社以外の法人も広く対象)

②５月～１２月の売上高について、・１ヵ月で前年同月比▲５０％以上 または、

・連続する３ヵ月の合計で前年同月比▲３０％以上

③自らの事業のために占有する土地･建物の賃料を支払い

給 付 額 法人に最大６００万円、個人事業主に最大３００万円を一括支給。

申請時の直近１ヵ月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額
(月額)の６倍

申請方法

オンライン申請のみ｡

オンライン申請が困難な方のために、

｢申請サポート会場｣が開設されてい

ます｡

経済産業省は、５月の緊急事態宣言の延長等により、売上が減少した事業者の事業継続を下支えするため、地代・家
賃(賃料)の負担を軽減する家賃支援給付金を支給します。

コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主の皆さま

〒870-0021大分市府内町1丁目6番21号 山王ファーストビル3階
大分県社会保険労務士会事務所内

まだ申請できます！雇用調整助成金のことでお悩みの方は

大分県雇用維持支援センターへご相談ください

《特例措置が拡大されました》
○受給額の上限が引き上げられました。
１人あたり日額 ８,３３０円 ⇒１５,０００円

○助成率が拡充されました
解雇等をせず雇用の維持に努めた中小企業への
助成率が１００％に

社会保険労務士が無料で相談に応じます！

フリーダイヤル ０１２０-５７５-６２６
９:３０～１６:３０ 月～金曜日(土日祝は除く）

✓ 助成金の対象になるの？

✓ 申請書の書き方がわか

らない。

✓ 申請書類は、いつまで

に何が必要？

・来所相談
※電話予約が必要です

・Zoom(Web会議システム）
による相談

※電話予約が必要です

・出張相談
社会保険労務士を相談員とし

て無料で派遣します。
雇用調整助成金説明会や個別

相談会を開催しませんか？
※会場はご用意ください

申請サポート会場 経済産業省のＨＰでご確認ください。

相談ダイヤル 家賃支援給付金コールセンター ０１２０-６５３-９３０(平日･土日祝日8:30～19:00）

経済産業省 URL https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html
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労働者・事業主の皆さまへ

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金のご案内
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休

業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して、ご本人の申請により、新型コロナウイルス感染症
対応休業支援金・給付金が支給されます。

対 象 者
①令和２年４月１日から９月３０日までの間に、事業主の指示により休業した中小企業の労働者で、
②その休業に対する賃金（休業手当）を受けることができない方

休業前賃金の８割(日額上限11,000円）を休業実績に応じて支給します。支給金額

申請方法
郵送（オンライン申請準備中） 申請者：労働者本人（事業主を通じて(まとめて)申請も可能）
《必要書類》）
①申請書､②支給要件確認書(事業主の指示による休業であること等の事実を確認するもの｡事業主及
び労働者がそれぞれ記入し､署名。事業主の協力が得られない場合は事業主欄が空欄でも受け付けま
すが、法律に基づき労働局から事業主に報告を求めます｡)､③本人確認書類(運転免許証等)､④口座
確認書類(通帳の写し等)､⑤休業開始前賃金及び休業期間中の給与を証明できるもの

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
TEL ０１２０-２２１-２７６ 月～金 ８：３０～２０：００ 土日祝 ８：３０～１７：１５

お問合せ先

給付金制度の詳細、給付金Q&A、申請書のダウンロードなど

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金ＨＰをご確認ください

https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金のご案内
大分県では、新型コロナウイルス感染防止対策を講じつつ、医療、介護・障害福祉サービスの継続に努めてい

ただいた医療機関、介護サービス事業所･施設、障害福祉サービス事業所･施設等に勤務し、患者･利用者と接する
医療従事者や職員の方々に慰労金を給付します。

※対象期間（R2.3.3～R2.6.30）に10日以上勤務した方が対象です。但し、帰国者・接触者外来設置医療機関のみ
対象期間をR2.2.5～R2.6.30とします。

※直接雇用されていた方だけでなく、派遣契約や業務委託として働いていた方も対象となります。

大分県福祉保健部 医療政策課 ℡097-506-2658 高齢者福祉課 ℡097-506-2685 障害福祉課 ℡097-506-2722

申請方法
医療機関､事業所等で対象職員をとりまとめて、大分県のＨＰから電子申請(原則)してください｡
詳細は、こちら ⇒ http://www.pref.oita.jp/site/irokinntop/

申請期限 令和２年９月３０日（水）

お問合せ 慰労金問合せコールセンター ℡０９７-５３３-８０９０ 平日 9～18時※7､8月は土日祝日も対応

医療機関
（１）県から役割を設定された医療機関等(入院患者受入協力病院となった医療機関など)に勤務し、患者と接

する医療従事者や職員

① 実際に、新型コロナウイルス感染症患者に診療を行った医療機関である場合 ・・・・ １人 ２０万円

② ①以外の場合 ・・・・ １人 １０万円

（２）（１）以外のその他の病院､診療所､訪問看護ステーション､助産所に勤務し､患者と接する医療従事者や職員

・・・・ １人 ５万円

障害福祉サービス事業所・施設 及び 介護サービス事業所・施設

（１）利用者に感染者が発生又は濃厚接触者に対応した施設・事業所に勤務し、利用者と接する職員

①（通所･施設系）感染者･濃厚接触者発生日以降に勤務を行った場合

（訪問系）感染者・濃厚接触者に実際にサービスを提供した場合

② ①以外の場合 ・・・・ １人 ５万円

（２）（１）以外の施設・事業所に勤務し利用者と接する職員 ・・・・ １人 ５万円

・・・・ １人 ２０万円
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企業の中で職業訓練(就労訓練科)を受けてみませんか！

障がい者委託訓練｢就労訓練科｣の受講者及び受託企業の募集について

障がいのある方へ 企業で働くための実践的な職業能力を身に着けたいと考えている障がいのある
方を対象に、企業の現場で訓練を受ける制度(受講料無料)です。
訓練終了後、就職できるチャンスが広がります。

事業主のみなさまへ
障がい者のための委託訓練(就労訓練科)にご協力いただける企業を募集しています!!

障がい者の実務能力を高め、適正をみきわめた後の採用することができるので、
事業主の方にとっても有効です。

障がいのある方 事業主のみなさま

訓練内容等
◇現場で実践的な訓練を実施していただいた後、訓練

生を採用することができます。

◇訓練生１人当たり月額66,600円(中小企業は99,000円)

を上限に委託料をお支払いします。

◇訓練生の受け入れは、1名からでも可能です。

◇訓練期間は1ヶ月から3ヶ月で、訓練時間は1か月あた

り100時間(最低60時間)です。

◇訓練中の訓練生に､賃金を支払う必要はありません｡

◇訓練中の労災保険料は大分県が負担します。

応募方法

①管轄のハローワークまた

は各高等技術専門学校等

までお問い合わせくださ

い。

②障がい者職業訓練コーディ

ネーター等が、訓練にか

かる職種や条件等につい

て打ち合わせ、受託の支

援をします。

③応募は、随時、受け付けます。

①企業の現場で、実際の仕事と同様の訓練を行います。

②障がい者職業訓練コーディネーター等が、訓練の事

前調整や指導等を行います。困ったことがあったら、

いつでも相談できます。

③大分県が、労働者災害保険に加入します。

④訓練生によっては、雇用保険や訓練手当、職業訓練

受講給付金等を受給できる場合があります。

申込・お問合せ

県内の各高等技術専門学校等

申込・お問合せ

大分高等技術専門校 ☎097-542-3411 佐伯高等技術専門校 ☎0972-22-0767 日田高等技術専門校

☎0973-22-0789 竹工芸訓練センター ☎097７-23-3609 管轄のハローワーク(公共職業安定所）

項 目 内 容

対 象
身体障がい、知的障がい、精神障がいの
ある方 ほか

訓練期間 原則1ヶ月～３ヶ月

訓練時間

標準100時間(最低60時間)
※１日３時間程度の訓練から可能です。
精神障がい者については､期間を最大６か月
まで延長し､より短時間の訓練から始めるこ
とも可能です｡

訓練場所 企業

訓練内容 実際の業務



全　国 大分県 全　国 大分県 全　国 大分県 全　国 大分県 全　国 大分県 全　国 大分県

365,804 316,584 292,593 258,251 73,211 58,333 148.5 156.7 135.8 144.1 12.7 12.6
367,951 322,250 294,010 260,744 73,941 61,506 148.4 158.1 135.7 144.5 12.7 13.6
372,162 312,645 295,944 253,861 76,218 58,784 147.4 153.5 134.9 141.0 12.5 12.5

令和 元年 12月 686,624 554,657 297,130 253,206 389,494 301,451 145.0 148.3 132.7 137.1 12.3 11.2
１月 306,927 266,460 293,104 258,436 13,823 8,024 137.7 144.1 125.9 133.5 11.8 10.6
２月 298,574 262,173 293,657 258,767 4,917 3,406 139.8 144.4 127.7 133.8 12.1 10.6
３月 317,820 270,467 294,270 260,887 23,550 9,580 142.1 149.8 130.2 139.2 11.9 10.6
４月 307,795 263,694 295,762 260,600 12,033 3,094 143.9 149.3 133.3 140.2 10.6 9.1

厚生労働省「毎月勤労統計調査」（規模30人以上）
県統計調査課「毎月勤労統計調査地方調査」(規模30人以上)

全　国 大分県 全　国 大分県 全　国 大分市 全　国 大分県

2.08 1.80 1.39 1.25 99.9 100.1 100.0 100.7 309,591 299,858
2.29 2.02 1.54 1.45 100.4 100.6 103.1 96.0 313,057 321,925
2.42 2.16 1.62 1.56 101.3 101.9 104.2 95.4 315,314 325,288

令和 元年 12月 2.44 2.15 1.57 1.49 102.3 102.7 97.9 94.6 345,370 286,966
１月 2.04 1.87 1.49 1.45 102.2 102.6 99.8 97.4 312,473 279,633
２月 2.22 2.14 1.45 1.43 102.0 102.4 99.5 93.7 303,166 263,936
３月 2.26 1.82 1.39 1.32 101.9 102.5 95.8 95.5 322,461 332,596
４月 1.85 1.64 1.32 1.27 101.9 102.4 86.4 86.7 303,621 262,104

（注） 一般職業紹介状況の年平均は年度平均、月次は季節調整値、年度平均は原数値。

平成２８年 平均
２９年 平均
３０年 平均

資料出所
厚　生

労働省

大　分

労働局

厚　生

労働省

大　分

労働局

鉱工業生産指数

(季調済)22年＝100

※年指数は原指数

1世帯当り（勤労者世帯）

家計消費支出（円）
新規求人倍率 月間有効求人倍率

(季節調整値) (季節調整値)

消費者物価指数

(総合)27年＝100

総務省統計局

｢消費者物価指数｣

経済産業省

｢鉱工業生

産動向｣

県統計調査

課

｢鉱工業生

総務省統計局

「家計調査」

全　国 大分市

資料出所 (大分県)

　　　        項目

  年月

一般職業紹介状況(学卒除く｡パート含む)

３０年 平均

　　　        項目

  年月

賃　　金　　の　　動　　き 労　働　時　間　の　動　き

現金給与総額(円) 定期給与(円) 特別給与(円)
総実労働時間 所定内労働時間 所定外労働時間

(時 間) (時 間) (時 間)

平成２８年 平均
２９年 平均
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主 要 労 働 経 済 指 標

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う解雇や雇い止

めなどの労働問題の増加に対応するため、集中労働相

談会をＪ:ＣＯＭホルトホール大分で開催します。

新型コロナウイルス感染症に伴う労働問題集中相談会 夏の集中労働相談会

大分県労政・相談情報センターの集中労働相談会

8月1日(土)～8月4日(火)10:00～17:00 8月17日(月)～8月19日(水)8:30～20:00

Ｊ:ＣＯＭホルトホール大分(大分市) 大分県労政・相談情報センター及び大分県労働委員会事務局(大分市)

○８月１日(土) ３階 ３０２.３０３会議室

※13:00～16:00は大分市｢まちなか労働相

談｣と合同開催のため、社会保険労務士

も相談対応します。

○８月２日(日) １階 エントランス

○８月３日(月) １階 エントランス

○８月４日(火) １階 エントランス

※４日(火)の13:00～16:00は、弁護士や労働

基準監督官も相談対応します。

大分県労政・相談情報センターへのご相談は
《電話相談》
スマホ･携帯電話からは TEL０９７-５３２-３０４０
固定電話からは ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ ０１２０-６０１-５４０
《来所相談》
大分県庁本館７階雇用労働政策課までお越しください。

賃金や労働条件で困っていることはありませんか？
日頃疑問に思っている職場のルールなどお気軽にご
相談ください。
新型コロナウイルス感染症の拡大による解雇や雇い
止め、休業補償などの相談にも応じます。
大分県労働委員会事務局との合同開催です。
電話または来所のうえご相談ください。

《お問合せ先・相談先》
大分県労政･相談情報センター ０９７-５３２-３０４０ 大分県庁本館７階（雇用労働政策課内）
大分県労働委員会事務局 ０９７-５３６-３６５０ 大分県庁本館３階

◆大分県庁は、大分市大手町３丁目１番１号 ＪＲ大分駅から徒歩１５分

大分県労働委員会事務局へのご相談は
《電話相談》TEL０９７-５３６-３６５０
《来所相談》大分県庁本館３階大分県労働委員会

事務局までお越しください。

（～令和２年４月）



〇 審 査 事 件 関 係

種 　 　 別 新 規 4月 か ら 繰 越 終 結 7月 へ 繰 越

不 当 労 働 行 為 事 件 0 1 0 1

労 働 組 合 資 格 審 査 0 1 0 1

再 審 査 事 件 0 0 0 0

種 　 　 別 新 規 4月 か ら 繰 越 終 結 7月 へ 繰 越

あ っ せ ん 0 0 0 0

調     停 0 0 0 0

仲     裁 0 0 0 0

種 　 　 別 新 規 4月 か ら 繰 越 終 結 7月 へ 繰 越

あ っ せ ん 1 0 1 0

< 事 件 関 係 >

〇 調 整 事 件 関 係

〇 個 別 労 働 関 係 紛 争 関 係
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下記ＵＲＬにてウェブアンケートを実施しています。「労働おおいた」

へのご感想や、「こんな記事を載せて欲しい」「この人にインタビュー

して欲しい」といったご要望など、様々なご意見をお待ち

しています。

<アンケートページ>

https://www.egov-oita.pref.oita.jp/bNt4xzzC

(製作･発行)大分県商工観光労働部雇用労働政策課

〒870-8501 大分市大手町３－１－１
TEL.097-506-3353 FAX.097-506-1756
E-mail：a14310@pref.oita.lg.jp

大分で「活躍する企業」や「働く人」、「魅

力的な大分」を発信しているサイトです！

▶▶https://oita-katete.pref.oita.jp/

大分県労政･相談情報センターの労働相談（８月～９月）

労働に関する労使間のトラブルや疑問などの解決に向けアドバイスします。
相談日 月～金曜日 ８:３０～１７:１５ 土日祝日と１２/２９から１/３はお休みです。
相談は来所又は電話によります。

毎月１回行う出張相談会です。弁護士にも相談できます。
８月２５日(火 ) 別府市中央公民館（別府市公会堂１階）講座室（別府市）

受付 １３:３０～１５:３０
９月２４日(木 ) 日田市役所 ７階 大会議室（日田市）

受付 １３:３０～１５:３０

電話相談は 固定電話からはフリーダイヤル０１２０-６０１-５４０ スマホ・携帯電話からはTEL０９７-５３２-３０４０

大分県労政・相談情報センター(県雇用労働政策課内)
TEL０９７-５３２-３０４０

労働なんでも相談

巡回特別労働相談

一 般 労 働 相 談

労政・相談情報センター職員による出張労働相談会です｡

９月 ８日(火）九重町役場 ２Ｆ ２０１会議室（九重町） １１:００～１５:００

９月１６日(水) 玖珠町メルサンホール １Ｆ 研修室（玖珠町）１１:００～１５:００

〈 会議の開催 〉

５月１２日 第１６７４回定例総会

５月２６日 第１６７５回定例総会

６月 ９日 第１６７６回定例総会

６月２３日 第１６７７回定例総会

大分県労働委員会 労働相談ダイヤル

大分県労働委員会では、無料で労働相談を

実施しています。

解雇、賃金未払い、配転など労使間トラブ

ルでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

大分県労働委員会（県庁舎本館３階）

〒870-8501 大分市大手町３丁目１番１号

※相談時間は９時から１７時まで

お問合せ

メ ー ル 相 談
来所､電話相談が困難な場合には､メール相談をお受けしています。

継続相談が必要な場合は、来所又は電話相談になります｡

ご相談は、こちらから https://www.pref.oita.jp/site/oitarodo/rsodan.html

◇◆労委だより◆◇ （令和２年５月～６月の概況） 大分県労働委員会

℡０９７-５３６-３６５０

大分県労政・相談情報センターは、賃金や労働時間などの労働条件、退職や解雇など、働くこと、雇うことに関
するトラブルが合理的、円満に解決されるよう、中立的な立場で問題点を整理しアドバイスします。
労働者、使用者の方の相談に応じます。

秘密厳守･相談無料・予約不要

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 に 伴 う 労 働 問 題 集 中 相 談 会
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う解雇や雇い止めなどの労働問題に対応するため、集中

労働相談会を開催します。詳細は７頁をご覧ください。

８月１日(土)～４日(火)１０:００～１７:００ Ｊ:ＣＯＭホルトホール大分（大分市）

夏の集中労働相談会
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う解雇や雇い止めなどの労働問題や日頃疑問に思ってい

る職場のルールなどお気軽にご相談ください。詳細は７頁をご覧ください。

8月17日(月)～19日(水)8:30～20:00大分県労政･相談情報センター及び大分県労働委員会事務局

Web労働おおいた
http://www.pref.oita.jp/site/oitarodo/rodooita-000

0.html

おおいたの労働
http://www.pref.oita.jp/site/oitarodo/

QRコード⇒


